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経 済論 叢(京 都大学}第157巻 第3号,1996年3月

芸術支援政策の財政問題(1)
一 イギ リス芸術評議会の財政分析一

金 武 創

1は じ め に

本 論 文 は 余 暇 先 進 国 で あ る イ ギ リス の事 例 を 中心 と して,芸 術 支 援 政 策 の財

政 問 題 を考 察 す る もの で あ る 。

序 論 で は,公 共 財 理 論 の視 点か ら,芸 術 支 援 政 策 にお け る財 政 動 向,助 成 金

芸 術 と消 費 者 主 権,芸 術 支援 政策 に お け る政 府 組 織 モ デ ルの 変遷 とい った3つ

の研 究 方 向 を示 す こ とを 試 み る。

次 い で,イ ギ リ ス に お け る 芸 術 支 援 政 策 の 中核 を なす イ ギ リ ス芸 術 評議 会

(ArtsCouncilofGreatBritain:以 下ACGB)の 財 政分 析 を 行 う。 そ こで は,

ACGB.財 政 の歴 史 的 変 化 を一 次 資 料 の分 析 か ら検 討 す る。 そ の 上 で,各 々 の

時 代 にお け るACGBの 政 策 目標 と問 題 解 決 手 法,そ の 成 果 と課 題 の 検 討 に努

め る。

そ して,イ ギ リス芸 術 支 援 政 策 の 財 政 問題 と その 将 来 像 を三 つ の論 点か ら考

察 す る。 まず 第 一 に,1970年 代 ま で の財 政膨 張 とそれ 以 降 の 抑 制傾 向 を実 証 し

た 上 で,ACGB単 独 で 公 共 財 供 給 を行 う芸 術 支 援 シ ス テ ム の 発展 と その 限界

を ま とめ る。 次 い で,イ ギ リス 芸 術 支援 政 策 の特 長 で あ るarm'slength原 則

の功 罪 に 関 して,芸 術 表 現 の 自由 を 保 障 す る利 点 と納 税 者 の意 向 を反 映 で きな

い マ イナ ス面 と評 価 し,納 税 者の 嗜 好 と公 共財 供 給 との乖 離 の可 能 性 を指摘 す

る。 第 三 に,ACGBに お け る政 府 組織 モ デ ルの 歴 史 的変 化 をユ970年 代 ま で の

ヒエ ラ ル キー モ デ ルの形 成 と1980年 代 の 市 場 主 義 モ デ ル の導 入 と整 理 し,地 域



一

52(316)第157巻 第3号

住 民 の意 向 を反 映 で き る ネ ッ トワー クモ デ ル の将 来像 に言 及 す る。

1.公 共財理論による芸術支援政策の位置付け

マスグレイヴは公的欲求を充足させる財 ・サービスである公共財を社会財と

価値財 という概念か ら説明 した。社会財とは,消 費の競合が起こらない(非 競

合性)お よび使用する人を排除できない(非 排除性)か ら市場を通じて供給で

きない財を指す。一力,価 値財は市場を通じて供給することも可能であるが,

その充足に公共的利益がある場合に限 り,公 共予算から供給される財である')。

加えて,非 公共.財という意味か ら,市 場のみから供給され,私 的欲求を充足さ

せる財 ・サービスを私有財 と定義 した。

ここで,彼 は価値財 を議論の対象か ら除外 し,個 人的選好 と現在の分配状況

とによって決定された消費者の有効需要に応 じて,資 源配分がすすめられる社

会財モデルを構築 した。すなわち,消 費者主権への政府介入の有無を基準 とす

る 「価値財一社会財 ・私有財」の枠組みを提示 したといえるであろう。

この公共財理論の枠組みを芸術支援政策の検討に適用してみたい。消費者主

権が確立 している世界を考えると,非 競合性あるいは非排除性の性質を持つ芸

術関連の財 ・サFビ スは社会財であるが,そ れは市場を通 した私有財でもあっ

て,ボ ーモルが指摘するように混合財 と呼ぶのが妥当であろう。この場合,当

然,住 民の嗜好は.卜分に反映されるとみなされる。

一方,常 に芸術関連財の消費者主権が確立されているとはいえない。その理

由は供給側と需要側に情報の非対象性がある場合が多 く,消 費者の選好が適切

.に表示されるとは限らないか らである。その場合の公共的利益は 「芸術分野に

おける消費者主権の確立」であるので,公 共体はこれ}こふさわしい芸術関連財,

すなわち一種の価値財供給を優先せざるをえない。この時,社 会財,私 有財に

ある種の価値財を加えた3種 類の芸術関連財が存在することは明らかである。

次に,こ の議論を実際の芸術支援政策に照 らして検討 しよう。すでに,芸 術

1)Mus即 智e〔1959}pp.1020参照D
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分野に関する消費者主権が確立 している場合には,芸 術関連財の大半は私有財

あるいは混合財 として市場の交換を通 じても.たらされることは明らかである。

しか し,消 費者主権が確立 していなければ,公 共体は消費者主権を確立するた

めに一種の価値財を供給することになる。さらに,こ の状態が続けば,芸 術分

野における消費者主権が次第に確立されるはずであるか ら,こ の一種の価値財

の存在意義は認めがた くなり,消 費者による混合財の選択が次の中心課題とな

ろう。 したがって,芸 術分野における.種 の価値財は消費者主権確立までの間,

一時的に供給される過渡的な公共財という性格を持つ。

こうした問題意識か ら,本 論文はイギリスの芸術支援政策の発展とその限界

に関する研究を3つ の観点からすすめる。

2.芸 術支援政策の財政動向

一般論として,財 政動向の潮流を整理すると,A.ス ミスの財政論は国家の

役割を極めて限定 していたが,.第 二次世.界大戦後,先 進諸国が国民全体の福祉

の向上をめざす福祉国家への道を歩み始めた結果,国 家の責務は拡大解釈され,

公共財の供給量は飛躍的に増大 した。 しか し,1970年 代以降,税 収が伸びず,

財政赤字が拡大し始めると,先 進諸国は以前の財政規摸を過大とみなし,逆 に

財政抑制を図る 「小さな政府」を志向 し始めたと考えられる。しか し,経 済的

にゆとりが生 じた住民は.単なる生活の安定以上の多様化 した行政ニーズを求め

ばじめたことか ら,公 共財に対する需給ギャップが生 じたことも指摘できる。

こうした視点をふまえながら,公 共財理論を基礎 とした芸術支援政策の財政

モデルを検討すると,そ の初期段階では,一 種の価値財と社会財の併存が則.政

規模の拡大に直接結び付 くことが考えられる。そして,こ の効能があらわれ,

芸術分野の消費者主権が確立した時点で,芸 術関連財は消費者の嗜好に適応 し

た私有財 と混合財に限定され,公 共財全体の供給規模は抑制されるという仮説

が成立する。 しか しながら,現 実には芸術関連の公共財は増加 し続ける場合が

多 く,こ の仮説が当てはまらないのもまた事実といえる。本論文では,一 次資



「

54(318)第157巻 第3号

料 の 検 討 を通 じて,こ の仮 説 の検 証 を す す め た い。

3,菩 術支援政策と政府の役割一 消費者主権と助成金芸術

政府の役割という視点から芸術支援政策をみると,個 人と民間企業の自発的

な選択 を政府が支援する場合 と政府自らが主体的な役割を果たす場合が想定さ

れる。

はじめに,第 一のタイプでは,政 府の消極的な姿勢が うかがわれ,支 援すべ

き芸術活動の評価とその支援方法,こ れらを賄う財源は基本的に民間セクター

および非営利セクターに委ね られる.。したがって,政 府の役割は租税制度等の

法的1レールを整備するに留まり,市 場による自由取引に近い社会環境を整備す

ることで,消 費者主権的性格を盛 り込んだ芸術の創造と享受の関係を構築する

ことと理解できる。しかし,こ れが真に公共的な意志決定 となるには,① その

社会における多様な価値観を反映する芸術活動 と芸術支援団体の存在,② 個人,

民間および非営利セクターが自発的選択をする根拠 となる情報へのアクセス権

の保障,③ これらのセクターによる社会的評価を可能にするコミュニケーショ

ンの場の形成,と いった諸条件が求められるが,そ の達成は容易ではないとい

兄よつ。

一方,政 府が積極的に公共財を供給する場合,公 的機関が芸術活動の社会的

評価を行い,各 芸術団体へ助成金を交付するが,そ こには直接,民 意を問えな

い助成金芸術(SubsidedArts)2;の 問題が存在する。 ピーコ ックはイギリス芸

術支援政策における助成金芸術の問題点を以下のように指摘する。本来,消 費

者主権の市場においては,生 産者ではなく,消 費者が資源配分を決定すること

に加え,資 源と技術が許す限り安価で豊富な財を供給されなければならない。

そのためには,① 代替財を選択できること,② 適切な代替財に関する情報を事

2)Wate硲(1988)参 照。助成金芸.術では,公 的機 関が社会 に とって望 ま しい内容 と一定 レベ ルの

質 を保持 した芸術を価値財 と定めた上で,補 助金 を差 し引いた価格 で市場 を通 じて供給す る,あ

るいは直接供給 され る。



芸術支援政策の財政問題(1)(319)55

前に入手できること,③ 代替財の供給に自由な参入が認められることという三

条件が認められる必要がある。 しか し,芸 術団体への助成金給付の場合,①'

享受者である国民の関与なしに公的な専門機関が助成金給付により事実上資源

配分 働 成金給付)を 決定 していること,② ある種 の価値財供給が国家によ

る一元的な価値観の押 し付 け,す なわち自由な情報.入手の障害に結び付 く可能.

性があること,③ 助 成金給付とはそれを受けない者に対する.市場参入の制限

になりかねないことという三つの理由から,国 家による芸術支援は明らかに消

費者主権を侵害するものといわざるをえない。

この指摘によれば,約 半世紀にわたるイギリス芸術支援政策の歴史は一種の

価値財である助成金芸術が抱える諸問題の解決方法を模索する足跡といえるが,

本論文ではその歴史的分析を行 うことを通 して,芸 術分野への価値財供給が抱

える問題点を明確にする。

4.芸 術支援政策 にお ける政府組織モデルの変遷

芸 術 支 援 政 策 にお け る政 府 組織 の 変遷 を整 理 す る前 に,ス トー カー とヤ ング

に よ る戦 後 イギ リス の 政 府 細.織モ デ ル仮 説 を紹 介 す る3,。

まず 第 一 に,政 府 の 介入 は 国民 に対 す る最 低 限 の 生 活保 障や 様 々 な社 会 的不

平 等 の 是 正 とい った観 点か ら推 進 され て きた が,そ れ は公 共 体 の権 限 と規模 の

拡 大 を 同 時 に 導 く もので あ った と考 え られ る。 そ の結 果,先 進 諸 国 で は強 固 な

官僚 制度 が構 築 され たが,こ れ は命 令 と規 制 に よ る統 治 を基 本 とす る ヒエ ラル

キ ー モ デ ル の形 成 とい え よ う。 この モ デ ル の利 点 は社 会 秩序 を構 築 し,安 定 さ

せ る こ と にあ るが,同 時 に① 社 会環 境 の急 激 な変 化 に対 す る反応 は遅 れ が ち に

な る,② 市 民 全体 の ニ ー ズ よ り も自 らが 作 った 規 制 を優 先 しが ちで あ る,③ そ

れ まで の 経験 を生 かす 学 習 能 力 に欠 け る,④ 実 際 の 問題 は複 合 的 な原 因 で 発 生

して お り,縦 割行 政 に よ る個 別 対 応 で は解 決が 困難 とい った 欠 点 を指 摘 で.きる 。

これ に対 して,サ ッチ ャー政権 に お け る市 場 万 能 主 義 を 前提 とす る 政 府 組織

3)Stoker&Young(1993)chap.6参 照。
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モ デ ル は官 僚 制 度 批 判 の側.面は持 って い る もの の,逆 に あ る種 の市 場 主 義4}に

傾 斜 した 。 具体 的 には① 行政 サ ー ビス の効 率 化,言1'量 化(例 え ば公 的 サ ー ビス

の外 注 化),② 公 的事 業 に よ る収 益 拡 大5}(例 え ば都 市 再 開 発事 業 等 の積 極 的 な

推 進)の 二 種 類 に分 け る こ とが可 能 で あ る。 そ の うち,第 一 の 視 点 は民 間 セ ク

ター(営 利,非 営 利 問 わ ず)が 常 に効 率 性 で優 れ てい る とい う前提 に立 つ.て,

公 共体 の役 割 を従 来 のサ ー ビス供 給 者 か らサ ー ビスの 委託 者/購 入者 へ 転 換 さ

せ る もの で あ っ た①。 この 場 合,公 共 体 の役 割 は 政策 立 案 や 財 政 面 で の 責 任 を

担 う もの の,実 際 の サ ー ビス供 給 につ い て は民 間企 業 等 に外 注 し,必 要 な量 を

購 入 す るだ けに 留 ま る 。

そ こで,将 来 的 な 政 府 組織 モ デ ル と して,公 共 体 が そ の 中核 を担 い,政 策 立

案 や 財 政 面 で の 責 任 を果 た す ネ ッ トワー クの重 要性 を ス トー カー とヤ ング は指

摘 して い る。 そ の場 合,行 政 の 役 割 は 民 間 セ ク ター の 自主 的 な活 動 を 公 共 的 な

観 点 か ら評 価 し,側 面 的 な支 援 を す る もの に 限 定 さ れ る。 これ は従 来 か らの ヒ

エ ラ ルキ ー モ デ ルや.単純 な 市場 主 義 モ デ ル と比 べ た場 合,は るか に柔 軟 で 総 合

的 で あ り,即 応 的 な統 治 手 法 と考 え られ る 。 一 方,こ の モ デ ル を消 費 者 の 側 か

らみ れ ば,多 様 な価 値 観 を持 つ 非 営 利 団 体 が 個 別 に 反応 し,各 々異 な る財 を供

給 す る こ とを通 して,(市 場 取 引 よ りは制 約 が あ るが)消 費 者 が 多 様 な 選択 肢

の 中 か ら 自由 に 選ぶ こ とので き る シス テ ムで あ る と評 価 し うる。

以 上,3つ の政 府 組 織 モ デ ル を先 に議 論 した イギ リス芸 術 支 援 政 策 の類 型 に

4)こ の問題を自治体側か らとらえた著作としてWilliam.&Webb〔1992>,ボ ランティア団体から

とらえたものにはHawLey(1992)が ある。

5)1970年 代以降,文 化施設を開発計画に組み込むケースが流行した。Snedcof(1985)は 全米各都

市の事例を簡潔にまとめている。またアメIJカの都市再建運動と芸術振興についてはFheden&

Sagalyn(1989)pp.336-353参 照。その一方で,こ うした都市 開発優先の文化政策を 「パ リは

数々の文化イベントと記念祭に彩られ,大 統領の事業を誇示する記念建造物に埋めつ くされてい

る」とFumaroh(1991〕 ぽ批判する.ま た,新 たな歳入源の発掘を目指したこうした.都市開発の

推進は不安定な無気動向や事業所スペースの過剰供給等からむしろ失敗するケースも多い。

の これは 「イギリスの公共体から補助金文化を一掃 し,契約文化をもたらした」 といわれる程の

大きな変化であったが,こ うした政府組織への市場主義の導.入は必ずしもうまくいったとはいえ

ない。その理巾として,福 祉サービスの外部化による効率化に対する疑問に加え,市 場の寡占状

態の発生による利用者のニーズとの乖離,消 費者側におけるサービスに関する情報 とサーピ.スを

選択する能力の不足,取 引における供給側の優位性などが指摘されている。河島(1999)参 照。
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適 用 して み た い 。 ヒエ ラ ル キ ー モ デ ル は公 共体 自 らが 供 給 主 体 とな って,積 極

的 な 公 共 財 供 給 を行 う従 来 か らのACGBの 手 法 に適.合す るの に対 し,芸 術 の

創 造 と享 受 の 関 係 に お け る公 共 財 供 給 をで き るだ け少 な く しなが ら,公 共体 は

個 人 の 自 由な 選 択 を保 障す る:責任 だ け を負 う とい う1980年 代 以 降 の手 法 は市場

主 義 的 モ デ ル の代 表例 とい え る。 さ ら に,ス トー カー とヤ ングが 提 唱 した ネ ッ

トワー ク モ デ ル は 将 来 的 な 芸 術 支 援 モ デ ル と 仮 定 で き る。 本 論 文 で は,

ACGBの 財 政 分 析 を とお して,こ の仮 説 を実 証 した い 。

IIACGBの 概要とその財政動向

1.イ ギ リスにおけるパ トロンの変遷 一 歴史的にみた芸術と社会との関わり一

概 して い え ば,イ ギ リ スに お け る余 暇7〕は 産業 革命 の前 後 お よ び社 会 階 層 に

よ って全 く異 な る もの と評 価 で きる,,産 業革 命 以 前 は.卜.流階 級 だ け が 自 ら庇 護

した芸 術 活 動 を享 受 し,余 暇 を 楽 しん で い たが,大 半 の庶 民 は 飲 酒 や賭 博,残

酷 な見 世 物 に興 じるの み で,両 者 の 余 暇 生活 は全 く相 容 れ ない もの で あ った と

思 わ れ る。

しか し,産 業 革 命 に よる 経 済 成長 は 自 由時 間 の拡 大 と実 質所 得 の増 加 を庶 民

階級 の一 部 に導 き,中 流 階 級 とい う新 た な社 会 階 層 を生 み 出 した 。 そ して.こ

れ が ① 余 暇 に対 す る政 府 に よ る啓 蒙 と規 制8頻 理 性 にか な った娯 楽 の 強 要:図

書 館,公 園,博 物 館/美 術館 の 整備 とそ の無 料 利 用,お よび飲 酒や た ば こに対

す る課 税,賭 博 や.見世 物 の規 制),② 消 費 者 層 の 拡 大 に よ る余 暇活 動 の 産 業 化

(金銭 で 購 入す る レ ジ ャー の 成 立:リ ゾー ト都 市 の 発 展 や 観 光 産 業 の 定 着,パ

ブか ら発 展 した ミュー ジ ックホ ー ル の 隆盛)9}に 結 び付 い た と考 え られ る。

次 に,産 業 革 命 以 降 の 芸術 と社 会 との 関係 をパ トロ ンの 変容 とい う視 点 か ら

η10堺 で最初に工業化 した イギ リスを 「工業化以後」の経験が最 も長い余暇先進 国と位置付 け,

社会 史と して探 った著作 としては,川 北(1987),長 島(1987}が あげ られ るい また,経 済史で

は荒 井(1999)の 著作がある。

8〕 イギ リスにおけ る文化行政の枠 組みにつ いて は,Waters(1989)参 照。

9〕 小池(1991)PP.197-216参 照。
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み る と,特 に音 楽 ・文 芸分 野 に おい て① 大 量 生 産 を可 能 にす る技 術 革 新,② 消

費者 の所 得 増 加,③ 流 通 産 業 の発 達 とい う三 要 素 が大 量消 費 を誘 引 し,い わ ゆ

る 「芸 術 のサ ー ビ ス産 業 化 」 「パ トロ ンの 大 衆化 」LO)を導 い た こ とが わ か る。 例

え ば,当 時 の ロ ン ドンの 音 楽 市 場 は すで に欧 州 最 大 の 規模 を誇 り,19世 紀 を代

表 す る作 曲家 の コ ンサ ー トが.ヒ流 階級 を対 象 に数 多 く開催 さ れ る一 方 で,庶 民

も年 数 同程 度 は安 い 演 奏 会 を 楽 しん だ1%

さ らに,20世 紀 半 ぼ にな る と,① 従 来 か ら のパ トロ ンの資 金 力 の相 対 的 な衰

退,② 多 様 で競 争 力 の あ る新 た な余 暇 産 業(テ レ ビ,プ ロ スポ ー ツ,ロ ッ ク音

楽,大 衆 小 説 等)の 登 場 に よ って,既 成 の 芸 術分 野 の市 場 競 争 力 が 奪 わ れ た結

果,政 府 が パ トロ ンの役 割 を果 た す よ うにな った 。 したが っ て,イ ギ リ スに お

け るパ トロ ンの 変 遷 を総 括 す る と,19世 紀 前 半 ま で の 少 数 の有 力 なパ トロ ン

(国王,教 会,貴 族,資 本 家)か ら,芸 術 の 産 業 化 が 大 衆 のパ トロ ンを 導 き,

第二 次 世 界 大 戦後,政 府 が.バ トロ.ンの 役 割 を 担 う こ とに至 る と い う一 連 の 潮 流

と して ま とめ られ る。

2.ACGBの 基本構成

1946年 発足 したACGBは ①芸術に関する知識 理解,実 践の普及と改善,

②国民の芸術の享受能力 と機会を高めること,③ 政府機関,地 方自治体,関 連

団体への助言と協力 といった三つの基本目標を達成するため,1993年 に廃止さ

れるまでの約半世紀間,イ ギリス芸術支援政策を中心的に担っだ2〕。

その細.織1覗よ最高決定機関である評議会と芸術分野ごとのアドバイス組織,

実務を担 う事務局,お よび地方機関から構成されている。そのうち,評 議会は

年数回の会議を通 して,ACGBの.全 般的な方針を決定す る最高決定機関であ

10)パ トロ ンの 大衆 化 につ い て は,小 林 〔1994)参 照。 ま た,文 芸 につ い て は,出 版 技 術 の発 達 と

識 字 率 の 向 上 が作 家 のパ トロ ンか らの 独 立 を促 進 した と考 え られ る。

11)長 島(1987:IVV.1餌 一168参 照 。

12)ACGB(1968)参 照 。

13)HuntchlsOl1(1982)PP,162-170参 照 。
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る が,地 方 芸 術 委 員 会 の 会長 や 芸 術 団体 等 か ら推 薦 さ れ た 者 な ど20人 以 下 の評

議 員 か ら構 成 され て い る。 ま た,ア ドバ イ ス組 織 は業 務 別 あ る い は芸 術 形 態 別

に組 織 され てい る。 こ こで は無 給 で 外 部 専 門家 を委 員 に招 き,助 成 方 針 や 個 別

の助 成 案 件 につ い て の助 言 が行 なわ れ る。

一方
,事 務 局 には,事 務 総 長 を 頂点 と して,芸 術 形 態 や 業務 ご と に部 局 が あ

り,助 成 案件 の決 定 や 企 画 調 整 な どの 日常 業 務 を 担 って い る。 なお,歴 史 的 に

見 て も,予 算 項]は この部 局 編 成 に対 応 して い る こ とか ら,イ ギ リ ス芸 術 支援

政 策 は部 局 ご との 縦割 で遂 行 され て い る と考 え られ る 。 さ らに,地 方機 関 は ス

コ ッ トラ ン ド芸 術 評 議 会(ScottishArtsCouncil:以..ドSAC)お よ び ウ ェー

ル ズ 芸 術 評 議 会(WelshArtsCouncil:以 下WAC),イ ン グ ラ ン ドの 地 方 機

関 に分 け られ る14}。た だ し,SACとWACに つ い て は,ACGBか ら補 助 金 は

受 け る もの の,そ の 業 務 は 全 く独 立 して お り,逆 にみ れ ば,ACGBは 芸 術 助

成 金 給 付 の 中継 点 にす ぎな い。 しか し,イ ング ラ ン ドにお け る 地方 機 関 に はや

や 複 雑.な経 緯 が み られ る1の。

も と も と,ACGB設 立 直 後 か ら地 方 で の コ ンサ ー トや展 覧 会 等 を企 画 運 営

す る 地 方 事 務 所 が 全 国 各 地 に 設 立 され た が,ACGBに よ る芸術 の 直 接 供 給 が

少 な くな る と共 に,そ の役 割 を終 え,結 局 ユ956年 まで に そ の大 半 ぽ閉 鎖 され る

に至 った 。 そ の後,芸 術 文 化 にお け る中 央 集権 化 へ の批 判 が 高 ま り,各 地 で草

の根 レベ ル の芸 術 振 興L6〕が 盛 り上 り,1960年 代 か ら1970年 代 初 め に 地方 自治 体

と 地 元 企 業 の 主 導 に よ る 地 方 芸 術 協 会(RegionalArtsAssociation:以 下

RAAs)が 次 々 と全 国 各 地 で 設 立 さ れ た の で あ る。 な お ,こ のRAAsは

ACGBか らの 支 援 を受 けて い る もの の ,1991年 ま で は比 較 的 自由 な 運営 を保

障 され て いた 。

14)北 ア イ ル ラ ン ドにつ い て は,北 ア イ ル ラ ン ド地 方 政 府 の 下 部 組 織 に 同様 の組 織 が あ る。

15}Hu凱tchison〔1982)PP.117-135参 照 。

16)Wmatt(1971)p.3参 照 。
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3.財 政動向か らみたACGBの 発展過程17,

歴 史 的 にみ る と,イ ギ リス 芸 術 支 援 政 策 にか か る 費 用 は 政 府 予 算 の0.1%程

度 にす ぎ な い。 こ こで は,約 半 世 紀 に わ た るACGBの 財 政 動 向 を 考 察 す る。

そ の 際,第 一 次 ウ ィ ル ソ ン内 閣発 足(1964年)と 第 一次 サ ッチ ャー 内 閣発 足

(1979年)を 戦 後 イ ギ リス芸 術 支 援 政 策 の 各転 換 点 と位 置 付 け,時 期 区分 を 前

期(1946年 一1964年),中 期(1964年 一ユ979年),後 期(1979年 一1993年)に 分

け て,議 論 を進 め る。

口)歳 入

ACGB設 立 以 来,そ の 歳 入 の ほ とん ど は 中 央 政 府 か ら の 補 助 金(以 下

ACGB補 助 金)で あ った こ とか ら,ACGBの 予 算 規 摸 は この補 助 金 に 従 属 し

て い る とい え る18)。した が って,財 政 規 模 の推 移 を 探 る た め.には,ACGB補

助 金 の歴 史 的変 化 に言 及 す れ ば よ い。 そ こで,三 期 に分 けてACGB補 助 金 の

推 移 をみ る と,前 期 に は約5,8倍,中 期 に は約 ユ8倍,.後 期 に は約2.5倍 と各 々 増

加 して お り,特 に 中期 にお け る増 加 率 が 高 い こ とがわ か る。 さ ら に,5年 間 増

加 率 を比 べ て も,ユ970年 代 前 半 の 増 加 率 が166%増 と最 も高 く,次 い で1970年

代 後 半 が ユ59%増,1960年 代 前半 が153%増 とな っ てい る こ とか ら,こ れ らの 時

期 に補 助 金 が 急 増 した こ とが うか が え る 。逆 に1950年 代 前 半 の 増 加 率 は19%増,

ユ980年代 前 半 が66%増,1980年 代 後 半 は61%増 と それ ぞ れ 低 い もの で あ った。

② 歳 出

まず,芸 術 助 成 の 地 域格 差 に注 目す る と,ロ ン ドン と.それ以 外 の イ ング ラ ン

ド全 体 との助 成 金 比 率 は ほぼ1:ユ で あ り,こ の20年 間 で ほ とん ど変化 はみ ら

れ な い こ とが わ か る。 しか し,ロ ン ドンの 人 日規 模 が イ ン グ ラ ン ド全 体 の 約

15%に 過 ぎな い こ とを考 慮 す れ ば,歴 史的 な ロ ン ドンへ の助 成 金 集 中傾 向 が.う

か が え る19㌔

17)こ の 財 政 デ ー タ は各 年 度 のACGB年 次 報告 書 か ら作 成 した 。

18)例 え ば1992年 度 に お け る政 府 補 助 金 のACGB歳 入 全 体 に 占め る 割 合 は99.6%を 占 め た。

19)Webber&Chanans〔1993)p.14よ りf用 。
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表1政 府歳 出とACGB補 助金の推移

(325)61

政府歳出 5年 間 指数 ACGB 5年 間 指数
年度 (100万 £) 増 力ll率 (1950年=100) (千£) 増加率 〔】950年 一100)

1950年 3,437

一

100 675 一 100

ユ955年 4,763 35.65% 136 820 18.94% 119

1960年 6,053 30.85財 178 1,500 88.28% 224

1965年 8,456 35.41妬 240 3,910 152.64% 566

1970年 14,0B6 63.77% 394旨ヨ 9,300 133.呂5% 1,323

1975年 36,047 119.44% 864 28,850il 166.02% 3,520

1980年 76,170 122.41% 1,921 70,970 158.92% 9,113

1985年 110,127 60.80% 3,089 106,050 66.19% 15,114
,

1990年 16.4,024 44.32% 4,458 175,792 60.62% 24,324

(資料)各 年度のACGB報 告書か ら独 自に作成 。なお,物 価上 昇分 を割 り引いた実質金額 で表
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次に,歳 出内訳を見ると,そ の種類は①組織活動を維持するための経費であ

る 「一般管理支出」,②ACGBに よる個別の芸術活動への助成にあたる 「助成

金支出」,③ 納税者の芸術 アクセ.スの向上や専門家の育成等の芸術活動 を側面
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か ら支援 す る 「非 助 成 金 支 出 」 に分 類 で き る。 そ して,前 期 に はACGBが 予

算 配分 権 を直 接 行 使 で き る 「助 成金 支 出」 が 全 体 の8割 以上 を 占 め て いた の に

対 し,「 非 助 成 金 支 出」 の 比 率 は ユ割 程 度 に す ぎな か った 。 しか し,中 期 か ら

後期 に か け て 「助 成 金 支 出 」 の 割合 が徐 々 に.6割 程 度 まで に減少 す る一 方 で,

そ の 分 「非助 成 金 支 出 」 が 急増 した こ とがわ か る。 この よ うな推 移 の原 因 を探

る た め に 「助 成 金 支 出 」 と 「非助 成 金 支 出」 の各 々の歴 史 的動 向 を次 に分 析 す

る。

図2ACGB歳 出内訳の推移
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2

■ 一般管理費 □助成金支出 圏 非助成金支出

(a)助 成金支出の動向

ACGBが 直接助成を行 う基本的な芸術分野には,オ ペラ/バ レエ,音 楽,

演劇,視 覚芸術,文 学の五分野があげられる脚〕。 まず始めに,特 定団体へg助

成金の集中度をみると,国 営団体への助成金は年々減少傾向にあるが,多 額助

成上位20団体に対する助成金合計は常に全助成金額のほぼ半分を占めているこ

とから,特 定の芸術団体に対する助成を重点的に行 うことがイギリス芸術支援

政策の歴史的な特徴の一つといえるZ㌔

次いで,全 体的な動向を時期別にみると,前 期はオペラへの助成が常に全体

20)こ の 芸術 分 野 の分 け方 につ い て は,Wma忙(1971)を 参 考 に した 。

21)Webber&Challan5(1993)pp.14-15よ り引 用 。

陰
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表2主 たる支援先 における助成金額の推移(.単 位;百 万£,%)

1972年 1980年 1990年 ユ992年

全 体 10,3(100) 54,7(1DO) 141.2(100) 178.2(100)

London 5.1(49) 27,5〔50) 71,1(5の 』

RestofEngland 5.2(51) 27.2(50) 71.1(50)

一

上 位20団 体
.,・ ・..,P.,・ ■L「,,■ 層 「.「,「.

国 営4団 体
9■ ■●■,.卜 ・層 層 ■ ■,,

RoyalOperaHouse

EnglishNationalOpera

RoyalNationalTheatre

Roya【ShakespeareCompany

5.4(52)
,「7,,.層.,..

3.5(呂4>
■'.,・,■P.,,7.r

1,75(17)
....・ ・.9.「

D.94(9,1)
」・・,,

O.4(3,9)

29.3(54)

「,,..

Z1,4(39}

.,・ ・

8.2(15)
..一 ・.,,7層

5.5(10.1)

-「.

5.2(9,5)

73.4(52)

.層,P.

40,8〔29}

.「.7

15、9〔U.3)

.,「.一..

9.1〔6.4)

「「.「

9〔6.4)

90、1(51)
「,777.7

駅}.2(28)
',",一,"層3'9',,

19(10.7>
..■.....・7..■.

11.4〔6.4)

11,1〔6.2)

0.43(4、2) 2.5(4.6) 6.8(4,8} 8.8(4.9)

England地 方 機 関 へ の 補 助 金 0.78㈲ 7.7〔14) 33.4〔24) 44(25)

(資 料)Webbt・r&Chanan5(1993}よ り作 成。

の4～6割 を占めており,し かもその大半はRoyalOperaHouse(以 下ROH

と略)へ の助成金であったことから,特 定団体への集中的な助成傾向が明白で

ある。 しかし,中 期 になると,オ ペラ分野の比率が半減し,1974年 度以降は演

劇分野が最大の助成分野となった。また,音 楽分野への助成比率 もこの時期を

通 して徐々に減少している。 こうした変化の理由としては,① 演劇分野の助成

団体数の急増,② 演劇の国営団体への助成額の相対的増加,③ 演劇自体の観客

の急増などが推察される。さらに,後 期は助成金の伸びは抑制されているが,

助成団体数自体はこの時期急増 していることから考えると,一 件あた りの助成

金額が相対的に抑制されていることがわかる。

(b)非 助成金支出の動向

一方,非 助成金支出については,① 芸術アクセスの改善→住民の芸術享受機

会を増加させるための支出,② 訓練/教 育→芸術家の養成や青少年の芸術体験

の確保,③ 地方機関支援→地方芸術支援機関への補助金の三分野に分けること

ができる。
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図3助 残金支出の推移
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1950年1955年 ユ960年1965年!970.年1975年1980年1985年1990年

ロ オペラ/ダンス圏 音楽 響 演劇 ■ 視覚芸術 ■ 文学

芸 術 ア ク セ ス の 改 善 に は,全 国 各 地 に劇 場 や コ ンサ ー トホ ー ル を整 備 す る

「芸 術 施 設 整 備(H〔)usingtheArt>」,芸 術 享 受 の 機 会 が 少 な い 地 方 で コ ン

サ ー トや 公 演,展 覧 会 を行 う 「巡 回公 演 事 業(Tour)」,コ ミ 手ニ テ ィ レベ ル

で の 芸術 活 動 の 場 を整 備 す る 「地 域 芸 術 事 業(ArtCenterま た はCommunity

Artな ど)」 が あ げ られ る。 そ して,こ れ らの分 野 は予 算 面 で は い ず れ も数%

の シ ェア を 占め てい るの に過 ぎな いが,重 要 な政 策.課題 と して 位 置付 け られ て

い だ2)。 ま た,芸 術 訓 練/芸 術 教 育 とは,① 将 来 芸 術 家 に な る た め の専 門 的 な

教 育課 程 の充 実 と② 青 少 年 の芸 術 体 験 を増 加 す る こ とで あ るが,こ れ らは助 成

全 体 の1%未 満 を 占 め る にす ぎず,将 来 的 な教 育 投 資 が 軽 視 さ れ て い る こ とが

わ か る。

一 方 ,地 方芸 術 機 関 へ の補 助 金 に は,「SAC/WACへ の補 助金 」 と 「RAAs

へ の 補 助 金 」 に大 別 で き る。 この う ち,SAC/WAC補 助 金 につ い て は,1950

{F代 か ら実 施 され て お り,平 均 してSAC補 助 金 が全 体 の10%前 後WAC補

助 金 が7%前 後 を 占 め,こ の 比 率 はほ ぼ 固定 され てい る とい え る。 しか し,各

RAAsへ の 補 助 金 総 額 をみ る と,1960年 代 は予 算 全 体 の1-z%,1970年 代

は5～10%,1980年 代 は10～20%と 一 貫 して 増力11傾向 が続 い て い る こ とか ら,

22)ACGB〔1979〕pp.12-La参 照。
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このRAAs補 助 金 の 増 加 が そ の ま ま非 補 助 金 支 出 の増 加 を導 い た と推 測 で き

る。 こ の よ うな助 成金 支 出 の恒 常 的 な逓 増.傾向 と非 助 成 金 支 出 の 中期 以 降 の急

増 傾 向 か ら,ACGB財 政 の膨 張傾 向 を 明確 に認 め る こ とが で きる 。

第3章 で は,福 祉 国家 政 策 とサ ッチ ャ リズ ム とい う.戦後 イ ギ リス の二 つ の 政

治 潮 流 に 注 目 し,サ ッチ ャー 政 権 発 足 を 境 に し た 時 代 区 分 を した 上 で,

ACGBの 財 政 動 向 を規 定 した芸 術 支 援 政 策 の 基 本 的 な枠 組 み,さ ら に は政 策

目標 と問題 意 識 の変 遷,政 策 転 換 を め ぐる議 論等 につ いて 考 察 す る。
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